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2 中心市街地の位置及び区域 

[ 1 ] 位置 

（１）位置設定の考え方 

【都市圏】 

 愛媛県は、県民が職・住・遊・学など日常生活や経済活動等の基礎的なサービスを受けられ、かつ市町が

連携・協力して広域的な施策展開や施設整備をするなど一体性があり、発展方向を共有できる圏域として

6 つの圏域を設定している。 

そのうちの一つが「松山圏域」であり、連携中枢都市圏として、松山市・東温市・伊予市・松前町・砥部町・

久万高原町の６自治体が平成 28 年に連携協約を締結し、圏域市町が連携しながら、多様な事業に取り組

んでいる。 

また、平成の大合併により松山市の人口が 50 万人を超えたため、国勢調査では松山市を中心市とする

「松山都市圏」が指定されている。四国内で都市圏が指定されているのは松山都市圏のみで、周辺自治体

は東温市・伊予市・松前町・砥部町・久万高原町に加え大洲市・内子町の 7 自治体である。 

この都市圏とは、自治体の境界を越えて広がる都市地域を規定するため、総務省統計局が国勢調査で定

義している統計上の地域区分で、中心市への通勤・通学比率が 1.5％以上の周辺自治体を圏域とするもの

である。 

 

■松山圏域の構成自治体                 ■松山都市圏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：まつやま圏域未来共創ビジョン   出典：国勢調査 大都市圏・都市圏図（令和２年） 
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【位置】 

 松山市は、慶長 7 年（1602 年）加藤嘉明の松山城築城以来、城下町として繁栄し、以降、松山城周辺の一

体は本市の中枢として経済・文化・観光・交通等を支えている。 

 また、日本最古の温泉と言われる道後温泉が立地する地域周辺は、本市の観光拠点となっている。 

 これらの地域のうち、松山市立地適正化計画では、主に都市機能誘導区域及び居住誘導区域に指定され

ている地点を中心市街地の位置とする。 

 

■中心市街地の位置 

 

出典：松山市立地適正化計画を基に松山市作成 
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[ 2 ] 区域 

（１）区域設定の考え方 

立地適性化計画に定める都市機能誘導区域内かつ、松山市の広域交通拠点である JR 松山駅と地域交

通拠点の伊予鉄道松山市駅が区域内に位置しており、中心市街地の活性化として必要な商業・行政・居住・

観光などの主要となる都市機能の繋がりを考慮した約 305ha の区域を設定する。なお、今期計画は、愛

媛県県民文化会館南側県有地及び柳井町商店街周辺を新たに中心市街地の区域に追加し、本市への誘客

促進やエリア内の回遊性向上を図ることで、観光施設利用者数の増加や中央商店街の空き店舗率の低減を

促進する。区域は次の３つの拠点地区で構成する。 

① 都心地区 

商業や業務等の多様な都市機能を備え、市内最大の交通結節点である松山市駅を含む地区。 

② 松山駅周辺地区 

広域交通の拠点かつ居住機能が期待される地区。地区の多くは商業地域だが、近隣商業地域や第一種

住居地域も含まれる。 

③ 道後地区 

日本最古の名湯といわれる道後温泉があり、本市の観光拠点である地区。 

 

■区域図 
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[ 3 ] 中心市街地の要件に適合していることの説明 

要 件 説 明 

第 1 号要件 

当該市街地に、相当

数の小売商業者が集

積し、及び都市機能が

相当程度集積してお

り、その存在している

市町村の中心として

の役割を果たしている

市街地であること 

〇小売商業者等 

 松山市全域と比較して、中心市街地内の占有率は、小売業では事業所が

31.60％、従業者数が 25.62％を占めている。卸売業では事業所が

24.84 ％ 、従 業 者が 22.07 ％、 宿 泊業 ・ 飲 食 サービス 業 は 事 業 所 が

53.82％、従業所が 48.32％を占めている。 

特に宿泊業・飲食サービス業については事業所、従業者ともに松山市全体の

占有率が 5 割近くとなっており、松山市の商業・飲食・サービス機能等が極めて

高密度に集積している状況である。 

 

■各指標の中心市街地と松山市の比較 

 

 

 

 

 

 

 

出典： 令和 3 年経済センサス－活動調査 

注）中心市街地は、6 地区（番町・東雲・八坂・雄郡・新玉・道後）とする。 

 

  

中心市街地 松山市
中心市街地の

占有率

事業所数 1,089 (事業所） 3,446（事業所） 31.60%

従業者数 8,171(人) 31,895(人) 25.62%

事業所数 390（事業所） 1,570（事業所） 24.84%

従業者数 3,119(人) 14,134(人) 22.07%

事業所数 1,295（事業所） 2,406（事業所） 53.82%

従業者数 10,116(人） 20,937(人) 48.32%

宿泊業・飲食
サービス業

卸売業

小売業



52 

 

 

要 件 説 明 

第 1 号要件 

当該市街地に、相当

数の小売商業者が集

積し、及び都市機能が

相当程度集積してお

り、その存在している

市町村の中心として

の役割を果たしている

市街地であること 

〇都市機能の状況 

 中心市街地には、商業施設だけでなく、官公庁、福祉・文化・教育等の拠点施

設や県立中央病院、市民病院等の基幹病院が整備されており、都市機能が集中

している。 

 

■主要な公共機関（行政施設、文化・スポーツ施設）の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報を基に松山市作成 

 

■医療・福祉施設の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

出典：国土数値情報を基に松山市作成 
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要 件 説 明 

第 1 号要件 

当該市街地に、相当

数の小売商業者が集

積し、及び都市機能が

相当程度集積してお

り、その存在している

市町村の中心としての

役割を果たしている市

街地であること 

■教育施設の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報を基に松山市作成 

 

■子育て支援施設の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

出典：国土数値情報を基に松山市作成 
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要 件 説 明 

第 1 号要件 

当該市街地に、相当

数の小売商業者が集

積し、及び都市機能が

相当程度集積してお

り、その存在している

市町村の中心としての

役割を果たしている市

街地であること 

■公園緑地の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：国土数値情報を基に松山市作成 

 

■スーパーマーケットの位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

出典：松山市資料 
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要 件 説 明 

第 1 号要件 

当該市街地に、相当

数の小売商業者が集

積し、及び都市機能が

相当程度集積してお

り、その存在している

市町村の中心として

の役割を果たしている

市街地であること 

 中心市街地の鉄軌道は、JR 予讃線及び伊予鉄道㈱が運営する路面電車・郊

外電車がある。路面電車は、JR 松山駅・市のターミナル駅である松山市駅・松

山城の最寄り駅である大街道駅・道後温泉の最寄り駅である道後温泉駅をつな

いでいる。 

 また、JR 及び路面電車では中心市街地の主要駅となっている松山駅及び松

山市駅の１日当たり乗車人員は新型コロナウイルス感染症拡大の影響により令

和 2 年に減少したものの、近年は増加傾向にある。また路面電車、郊外電車の

年間乗降者数も同様の傾向にある。 

 また、バス路線のほとんどは松山市駅を中心として各地に連絡する放射型の

系統となっており、中心市街地は公共交通の発着点となっている。 

 

■JR 松山駅及び松山市駅（郊外電車、路面電車）の１日当たり乗降客数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：松山市資料 

■郊外電車及び路面電車の年間輸送人員 

 

資料：松山市資料 
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要 件 説 明 

第 1 号要件 

当該市街地に、相当

数の小売商業者が集

積し、及び都市機能が

相当程度集積してお

り、その存在している

市町村の中心として

の役割を果たしている

市街地であること 

■中心市街地の JR 予讃線及び郊外電車、路面電車の交通体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

資料：松山市資料 

■バス路線網図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：松山市地域公共交通網形成計画 

 このように当該中心市街地は商業機能やその他の都市機能等が集中し、都市

の中心としての役割を果たしている市街地である。 

 

 

中心市街地区域 

（約 305ha) 

中心市街地区域 

（約 305ha) 
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要 件 説 明 

第 2 号要件 

当該市街地の土地

利用及び商業活動の

状況等からみて、機能

的な都市活動の確保

又は経済活力の維持

に支障を生じ、又は生

ずるおそれがあると認

められる市街地であ

ること 

■小売業事業所数の推移 

単位：事業所 

 

 

 

 

 

出典：平成 14 年～平成 26 年商業統計調査 

令和 3 年経済センサス活動調査 

注）中心市街地は、6 地区（番町・東雲・八坂・雄郡・新玉・道後）とする。 

 

  

番町 東雲 八坂 雄郡 新玉 道後

平成14年 1770 639 273 138 270 195 255

平成19年 1373 509 213 93 212 167 179

平成26年 858 357 93 53 120 111 124

令和3年 1095 406 143 71 173 126 176

年
中心

市街地

地区
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要 件 説 明 

第 2 号要件 

当該市街地の土地

利用及び商業活動の

状況等からみて、機能

的な都市活動の確保

又は経済活力の維持

に支障を生じ、又は生

ずるおそれがあると認

められる市街地であ

ること 

〇空き店舗率 

中心市街地区域内の商店街の空き店舗率は新型コロナウイルス感染症が拡

大した令和１年～3 年にかけて急上昇している。特に中心市街地の商業機能の

中核である中央商店街（大街道・銀天街）の空き店舗率は中心市街地全体の空

き家率を上回っており、令和 6 年時点で 21.0％となっている。 

 

■中心市街地及び中央商店街の空き家率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：松山市商店街実態調査 

松山市店舗状況変化調査（中央商店街）（各年 1 月１回調査） 

 

■中央商店街の空き店舗の状況  

 
出典：松山市店舗状況変化調査（中央商店街）（各年 1 月１回調査） 
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要 件 説 明 

第 2 号要件 

当該市街地の土地

利用及び商業活動の

状況等からみて、機

能的な都市活動の確

保又は経済活力の維

持に支障を生じ、又

は生ずるおそれがあ

ると認められる市街

地であること 

〇歩行者通行量 

中央商店街の通行量は、新型コロナウイルス感染症が拡大した令和 2 年以降

に大きく減少した。以降、回復傾向にあるものの、感染症拡大前の水準までには

至っていない状況であり、中心市街地活性化に向けた更なる取組の継続が求め

られる。 

 

■歩行者通行量（年間）の推移 

 

出典：中央商店街通行量調査 

 

以上から、本市の商業活動の核としての中心市街地の衰退と、中心市街地の

低未利用地の拡大は、機能的な都市活動の確保や経済活力の維持に支障をき

たしている状況にある。 
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要 件 説 明 

第 3 号要件 

当該市街地におけ

る都市機能の増進及

び経済活力の向上を

総合的かつ一体的に

推進することが、当該

市街地の存在する市

町村及びその周辺の

地域の発展にとって

有効かつ適切である

と認められること 

〇上位関連計画との整合 

１）松山広域都市計画区域マスタープラン 

愛媛県が策定し、令和 4 年 5 月に変更を行った「松山広域都市計画区域マス

タープラン」（松山市を含む三市二町）の中で、JR 松山駅及び伊予鉄道松山市

駅から大街道一番町口に至る交通結節点周辺市街地については、広域行政機

能、商業・業務機能、情報機能、高等教育機能、医療・福祉機能及び国際化・観光

機能等の高次都市機能を集約し、その機能充実を図りつつ、来訪者や居住者の

利便性・快適性の向上に向けた交通拠点としての交流機能の充実を図り、中

国・四国地域の中核にふさわしい都市拠点を目指すことが掲げられている。 

 

２）松山市総合計画 

 第 7 次松山市総合計画では、将来都市像について「人、まち、仕事がつながる

交流拠点『SETOUCHI まつやま』」を掲げており、この中で、中心市街地は、歩

いて暮らせる都会的な街並みと緑豊かで魅力ある景観が調和した都市空間の

創出や、まちのにぎわい、歴史や文化を感じながら、徒歩や自転車、地域公共交

通等の移動手段の連携により、JR 松山駅や松山市駅、城山公園、中央商店街、

道後温泉など、地域資源を快適に回遊することができるまちの実現を、具体的

な将来の姿として定めている。 

 また、この都市像の実現に向けて、まちづくりの施策では、JR 松山駅周辺・松

山市駅前の整備に加え、市街地再開発事業などの民間主導の取組や商店街へ

の出店・建替えを後押しし、商店街等の関係者と連携しながら、官民一体で中心

市街地の活性化を推進することが示されている。 

なお、基本計画は「松山市まち・ひと・しごと創生総合戦略」と一体として策定

している。 
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要 件 説 明 

第 3 号要件 

当該市街地におけ

る都市機能の増進及

び経済活力の向上を

総合的かつ一体的に

推進することが、当該

市街地の存在する市

町村及びその周辺の

地域の発展にとって

有効かつ適切である

と認められること 

３）都市計画マスタープラン 

松山市の地域別まちづくり方針では、松山城、JR 松山駅、伊予鉄道松山市

駅周辺区域を都心地域と位置付け、『四国の顔となる都心として、にぎわいあ

ふれるまち』を将来像とし、下記の 3 つを地域づくりの将来目標として掲げて

いる。 

目標１）魅力ある商業・観光・居住空間の形成 

①多様な都市機能の充実 

②観光まちづくりの推進 

③まちなか居住の促進 

目標２）人や環境にやさしい道路・交通の充実 

①道路交通の体系的整備 

②公共交通の充実 

③駅前広場や駐車場等の確保 

④歩道・自転車通行空間の整備 

目標３）快適で美しい都心環境の形成 

①まちなみ景観の形成 

②水と緑の空間の創出 

③防災対策の推進  

 

■都市計画マスタープランの「将来都市構造図」 
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要 件 説 明 

第 3 号要件 

当該市街地におけ

る都市機能の増進及

び経済活力の向上を

総合的かつ一体的に

推進することが、当該

市街地の存在する市

町村及びその周辺の

地域の発展にとって

有効かつ適切である

と認められること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４）松山市立地適正化計画 

松山市では、平成 22 年度に「松山市都市計画マスタープラン」を策定し、集

約型都市構造の形成を目指して、都市もしくは地域の活動拠点となるゾーンや

拠点、さらには連携軸の整備を重点的に推進することとしている。 

松山市立地適正化計画は、『コンパクトシティ・プラス・ネットワーク』の実現に向

けて、都市計画マスタープランを踏襲しつつ、より具体的な計画を定めた。中心

市街地は、立地適正化計画で定める都市機能誘導区域に包含されている。まち

づくりの方針として、「①多様な居住環境・ライフスタイルを支える」「②安全・安

心な暮らしを支える」「③既存ストックを活かす」の３つを掲げ、目標を「①持続

可能な都市づくり」「②公共交通を活用した都市づくり」「③歩いて暮らせる都

市づくり」「④既存ストックを活用した都市づくり」に掲げている。 
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要 件 説 明 

第 3 号要件 

当該市街地におけ

る都市機能の増進及

び経済活力の向上を

総合的かつ一体的に

推進することが、当該

市街地の存在する市

町村及びその周辺の

地域の発展にとって

有効かつ適切である

と認められること 

５）松山市地域公共交通網形成計画 

 松山市は、公共交通の重要性を改めて認識し、経済社会活動や市民生活の基

盤となる地域の実情に合った公共交通ネットワークの整備の実現に向けて、ま

ちづくりと一体となった持続可能で利便性の高い地域公共交通網の形成を進

めて行くための基本的な方針、目標、施策、事業等を取りまとめた「松山市地域

公共交通網形成計画」を策定した。基本方針として「①誰もが安心して移動が可

能なモビリティ環境の整備」「②拠点・都市軸の機能強化」「③地域の特性を活か

した快適な生活圏づくり」を掲げ、計画の目標として、「①公共交通サービス向

上」「②バスネットワークの効率化」「③交通結節点の機能強化」「④地域住民の

機運醸成、交通事業者の持続可能な運営」の４つを掲げている。 

なお、「③交通結節点の機能強化」については、乗継拠点（JR 松山駅、伊予鉄

道松山市駅、伊予鉄道古町駅）の利用者数を指標としている。JR 松山駅及び伊

予鉄道松山市駅は中心市街地内に位置している。 

 

６）都市再生整備計画（中心拠点再生地区） 

 松山市では、本市の 2 大交通結節点である「松山市駅」、「JR 松山駅」の拠点

開発を進め、両駅を結ぶネットワーク強化に向けた施設等整備を行うほか、国

指定史跡松山城の景観を眺望しながら集い憩える緑豊かな都市公園の整備な

ど、「歩いて暮らせるまちづくり」を目指し、「中心拠点再生地区都市再生整備計

画」を令和 4 年 4 月に作成した。「①公共交通を活用した拠点地区のにぎわい

再生」「②歩行者や自転車など「遅い交通」を生かした交通ネットワークの形成」

「③歴史的資源を活用した都市の魅力向上」の３つの目標を掲げており、いずれ

も中心市街地内での利用者数等を指標に設定している。 
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要 件 説 明 

第 3 号要件 

当該市街地におけ

る都市機能の増進及

び経済活力の向上を

総合的かつ一体的に

推進することが、当該

市街地の存在する市

町村及びその周辺の

地域の発展にとって

有効かつ適切である

と認められること 

〇中心市街地活性化による周辺への波及効果 

 松山市には周辺地域から約 2 万 5 千人の通勤通学者が流入し、総従業者・通

学者の 1 割以上を占めている。そのため、中心市街地内の投資であっても、多

くの市民や周辺市町の住民に利用されることとなり、その波及効果は中心部に

とどまらず、市内及び周辺地域に及ぶこととなる。 

■通勤通学移動状況（流入） 

 

 

 

 

 

 

 

 

■通勤通学移動状況（流出） 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和 2 年国勢調査（松山市統計書 令和 5 年度版） 

注）〇就業者、通学者は 15 歳以上とする。 

〇総数には従業地・通学地「不詳」を含む。 

 

本市の中心市街地は、松山広域都市計画区域マスタープラン及び市の上位

計画では、広域行政機能、商業・業務機能、都市福利機能、観光機能を兼ね備え

た高次都市機能の一層の強化を図ることで、本市のみならず圏域全体の発展

につながる地域である。 

現在までの社会資本の投資や、まちの成り立ちにより各種機能が集中してお

り、既存のストックを有効活用することで、郊外への投資を削減し、トータルとし

て建設コストを抑えることができる。また、コンパクトにまとまった中心市街地

の活用により、市域全体でも建設・管理コストを低減でき、併せて資産価値の高

い地域の土地の有効活用を図ることで、大きな税収の増加が期待できる。よっ

て、当該地域は、松山市全体、松山都市圏全体をけん引することができ、本市の

持続可能な都市運営を図るために活性化を図ることが必要な地域といえる。 
  

就業者 通学者 合計

184,391 19,052 203,443

東温市 5,436 772 6,208

松前市 5,688 763 6,451

伊予市 5,030 825 5,855

砥部町 3,839 526 4,365

その他県内の市町 8 7 15

県外 1,254 574 1,828

総数(流入) 21,255 3,467 24,722

205,646 22,519 228,165総数

市内で就業・通学する者

市内に常住

他市町に
常住

就業者 通学者 合計

184,391 19,052 203,443

東温市 6,469 625 7,094

松前市 4,198 196 4,394

伊予市 2,953 206 3,159

砥部町 2,223 112 2,335

その他県内の市町 11 7 18

県外 1,249 371 1,620

総数(流出) 17,103 1,517 18,620

201,494 20,569 222,063総数

市内で就業・通学する者

市内で従業・通学

他市町で
従事・通学


